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要旨 

ROADプロジェクトは、オランダでは初めてとなるこの種のプロジェクトであり、必要とされる全ての

許可申請は、本プロジェクトで最も困難な点の一つであった。CCSプロジェクトは実際のところ、

CCS指令の規定や広範な認可当局が関与していることに起因した複雑で時間のかかる許可プロ

セスに直面している。 

オランダでは、CCSプロジェクトはいくつかの許可を必要とする。回収プラントを建設して運転する

ためには、以下の許可を取得しなければならない。  

 物理的な側面に関する一体的な許可 

 水関連の許可 

 1998年自然保護法に基づく許可 

 排出許可 

圧入施設までCO2を輸送することを考えれば、ROADには以下の許可が必要である。 

 国家土地利用計画の修正 

 水関連の許可 

 鉄道法に基づく許可 

 動植物法の適用免除 

 排出許可 

P18-4へのCO2の貯留には以下の許可が必要である。 

 物理的な側面に関する一体的な許可 

 貯留許可 

 排出許可 

 

許可に関して政府が最終判断を下す前に、環境管理法は環境影響評価（EIA）の実施を義務付け

ている。この EIAでは、CO2の回収及び輸送、貯留の全体を検討する。  

 

CCS指令 

貯留許可のプロセスは最も困難なものであり、EUの CCS指令は CO2の貯留に関する法令の最

も重要なものである。貯留許可の内容は、ほぼ全てが CCS指令に由来している。CCS指令は、

CO2の貯留に関するいくつかの重要な要件を規定しているが、加盟各国に解釈の余地を残してい

る。オランダの法令は、これらの要件について詳述していない。これは、CCS指令の重要な要素が

オランダの貯留許可に直接反映されていることを意味している。ROADは、これらの問題のほとん

どを、所轄当局や他の利害関係者と一緒になんとか解決したが、全ての問題が解決されたわけで

はない。したがって、これらの問題は 2015年の CCS指令の見直しに際して考慮されるべきである。 

CCS指令は、主に CO2の貯留を規制しているが、回収や輸送、貯留という CCSチェーンの異な

る段階の統合を促進するための、回収や輸送に関するいくつかの規定も存在する。CCS指令によ

れば、発電容量が 300MW を超える新設の燃焼プラントは、「キャプチャーレディ」でなければなら

ない。指令は更に、輸送（や貯留の）オペレータになり得る全ての者が、輸送ネットワーク（や貯留

サイトに）「公正に誰でも」アクセスできるように担保することを加盟国に求めている。指令は、第三

者によるアクセスを規制する場合に加盟各国が配慮すべきいくつかの一般的な要素を規定してい

るが、EUの多くの利害関係者は、加盟各国が国内法令で第三者によるアクセスを詳しく規定しな

いと、CCS指令には不確定要素があまりに多く残されていると確信している。しかしながら、現時点
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で ROADは、第三者によるアクセスの要求は望ましいと考えている。輸送や貯留インフラの費用

（のみならず付随する、例えば貯留サイトのモニタリング費用も）を分担してくれることは大歓迎であ

る。 

CCS指令は CO2の貯留に関して貯留サイトの選定や探査、オペレータの財務的・技術的要件、

CO2等の組成等についてのいくつかの要件、並びにいくつかの計画を規定している。要するに、以

下の計画を策定し、所轄当局の承認を受けなければならない。 

 リスク管理計画 

 モニタリング計画 

 是正措置計画 

 閉鎖計画 

これらの計画全てに強い一貫性がある。本報告書では、これらの計画全てを詳述し策定にあたって

のROADのアプローチを考察する。所轄当局が全ての計画を承認しなければならず、欧州委員会

も見解を述べることができる。この見解に法的な拘束力はない（所轄当局は見解から逸脱すること

ができるが、判断の理由を示さなければならない）が、実際には、拘束力ある見解とみなされている。 

最後に指令は、貯留サイト閉鎖後の、貯留サイトに関する責任の所轄当局への最終的な移転につ

いて規定している。この移転を契機にオペレータは、EU ETSや環境責任指令の下のあらゆる責任

と共に、本指令の下のモニタリングや是正措置に関する義務から解放される。 

CCS指令の見直しに関する作業は、2013年初めに始まる予定である。利害関係者は既に、この

見直しに対する見解を準備中である。ROADの見解では、CCS指令は、欧州における CCSを規

制する最初の良い試みであって、CCSプロジェクトにガイダンスと保証を与えるものである。CCS

指令の見直しは、CCSコミュニティーの経験を CCS指令に組み入れる大きな機会となる。仔細に

わたる修正により、CCSへの投資並びに CCS開発へのインセンティブ提供を望んでいる産業にと

って、より明確なものになるであろう。また、技術的な規格の策定及び実施プロセスも始まっている。

CCSを安全で確実に展開できるように担保するために、規格化を活用することができる。しかしな

がら、規格が策定されることによって CCSの開発が制限されてはならない。具体的に CCSのどの

要素が規格の恩恵を受けるかだけでなく、規格化する前にどの要素を先ず開発する必要があるか

についても、しっかりと評価する必要がある。 

 

重要な問題である貯留許可 

上述のように、オランダの法令は、CCS指令のいくつかの重要な要件について詳しく記述していな

い。ROADは、所轄当局や他の利害関係者と共にこれらの問題をなんとか解決したが、全ての問

題が解決されたわけではなく、ROADの見解では、これらの問題は 2015年の CCS指令の見直し

に際して考慮する必要がある。これらの問題は、欧州で何らかの CCSプロジェクトを開発する上で

非常に重要である。 

 貯留許可プロセスvs.最終投資判断 CCS指令は、プロジェクトが申請書を提出する時点で、必要な

全ての計画（モニタリング、是正措置等）が全て準備されていることを要求している。ROADはこの許可

プロセスはプロジェクトにとって現実的ではないと考える。現実には、全ての調査を企画し、必要な情

報を収集し、報告書の発行が完了するのは、最終投資判断が行われた後であるにも関わらず、最終

投資判断を行うためには貯留許可の取得が必要である。この問題を克服するため、ROADは次のよう

な解決策に至った。申請時には、全ての計画（モニタリング、是正措置、金融保証等）の詳細さのレベ

ルを下げ、圧入前にこれらの計画を改訂した。 

 金融保証 ROADプロジェクトは、金融保証に関する3つの重要な質問に直面した。（1） 金融保証によ

って担保されなければならない活動は正確には何か？ （2）これらの活動を保障するのに必要な金額

はいくらか？ （3） どのような金融手段であれば所轄当局に受理されるか？ である。下記のスキーム
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が、最初の2つの質問の答えになる。質問（3）に関しては、オランダの所轄当局は、銀行保証やエスク

ロー勘定を好むが、事業者やその親会社の堅実な賃借対照表も受理するかもしれない。 

 

 
 

 責任の移転 CCS指令は、貯留サイトが閉鎖された時には、いくつかの条件に従って、全ての法的義

務に対する責任を加盟各国の所轄当局に移転することができると規定している。ROADプロジェクトの

主な懸念は、最低20年（指令の条件のひとつ）を、どのようにすれば、またどのような条件で短縮でき

るかということである。閉鎖後計画やモニタリング計画によりある程度は満足させられるが、十分な確

実性を与えるものではない。ROADの見解では、貯留したCO2が完全に恒久的に封じ込められるだろ

うことを全ての証拠が示している場合でさえも、引渡し基準に基づいて加盟国が移転を拒否する余り

にも大きな余地を、CCS指令は依然として残している。例えば所轄当局がモニタリングを可能とするた

めに坑井を維持するよう廃坑要請却下することもあり得る。これによって無制限の責任が生まれて、時

間が経てば責任が移転されることについての確実性がなくなる。 

 金融メカニズム 出資範囲は欧州におけるCCSプロジェクトにとってハードルになり得るが、ROADは、

出資範囲には、引き渡し後30年間を限定とするモニタリングしか含まないとの主張に成功した。これら

を出発点に、暫定額で200万ユーロが金融保証に含まれる予定である。  

 
 

法的責任 

最後に、致命的問題として顕在化する可能性があるいくつかの法的責任に欧州の CCSプロジェク

トは直面している。下記のスキームでは、全ての責任の概観が示されている。この概観に基づき

ROADは、CO2貯留に関わる気候面の責任（EU ETS）が、CCSプロジェクトの主要なリスクであ

ると結論している。  
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 Liability 
regime  

Potential 
grounds for 
liability  

Law  EU 
law1  

Dutch 
law  

Applicable  Risk 
assessm
ent2  

Capture  Civil  Tort  6:162 Civil 
Code  

No Yes Yes +/- 

 Civil  Superficies  6:174 Civil 
Code  

No Yes Yes + 

 Civil  Hazardous 
substances  

6:175 Civil 
Code  

No Yes Probably 
not 

+ 

 Environmental  Environment 
damage  

Env. Liab. Dir. 
/ Wm  

Yes Yes Probably 
yes 

+ 

 Climate  Emissions  EU ETS / Wm  Yes Yes Yes + 

Transport  Civil  Tort  6:162 Civil 
Code  

No Yes Yes + 

 Civil  Superficies  6:174 Civil 
Code  

No Yes Yes + 

 Civil  Hazardous 
substances  

6:175 Civil 
Code  

No Yes Probably 
not 

+ 

 Environmental  Environment 
damage  

Env. Liab. Dir. 
/ Wm 

Yes Yes Yes, but 
limited3 

+ 

Storage  
 

Civil  Tort  6:162 Civil 
Code  

No Yes Yes + 

 Civil  Superficies  6:174 Civil 
Code  

No Yes Yes + 

 Civil  Hazardous 
substances  

6:175  
Civil Code  

No Yes Probably 
not 

+ 

 Civil  Landfill  6:176 Civil 
Code  

No Yes Maybe + 

 Civil  Mining works  6:177 Civil 
Code  

No Yes Yes, but 
limited4 

+ 

 Environment
al  

Environment 
damage  

Env. Liab. 
Dir. / Wm  

Yes Yes Yes, but 
limited5 

+ 

 Climate  Emissions  EU ETS / 
Wm  

Yes Yes Yes - 

 

1 
「Yes」は、当該法令が他の加盟国にも適用されることを意味する。 

2 
「+」は、責任が適用されるリスクが低いか、この責任に係る費用が低いと ROADが評価していることを意味する。 
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